
第

千

八

百

九

十

九

号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
救
急
医
療
施
設
の
辞
退

(

医
療
整
備
課)

八
一
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
一
五

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

八
一
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
一
九

○
住
居
表
示
の
た
め
の
町(

字)

の
名
称
及
び
区
域
の
変
更
(

岐
阜
振
興
局)

八
一
九

○
白
川
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
変
更

(

中
濃
振
興
局)

八
二
二

○
郡
上
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
変
更

(
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所)

八
二
二

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
二
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
同
意

(

農
地
計
画
課)

八
二
四

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

八
二
四

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)
八
二
五

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)
八
二
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

八
二
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

次
の
医
療
機
関
か
ら
救
急
医
療
施
設
を
辞
退
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
救
急
医
療
施
設
取
扱

要
綱(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号)

第
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

辞

退

年

月

日

瑞

浪

病

院

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
一
九
〇
の
二

平
成
一
九
・
一
一
・

一

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
下
山
字
東
山
三
五
六
八
の
八
、
三
五
六
八
の
一
三
か
ら
三
五
六
八
の
一
六
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法
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阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
一
一
月
二
十
七
日



１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
上
矢
作
町
字
バ
バ
ラ
ギ
二
七
三
六
の
二
の
一
、
二
七
三
七
の
二
の
一
か
ら
二
七
三
七
の
二

の
四
ま
で
、
二
七
三
七
の
二
の
六
、
二
七
四
六
の
五
、
二
七
四
六
の
六
二
、
二
七
四
六
の
六
三
、
二

七
四
六
の
六
六
、
二
七
四
六
の
七
七
か
ら
二
七
四
六
の
八
〇
ま
で
、
二
七
四
六
の
一
一
九
、
二
七
四

六
の
一
二
〇
、
二
七
四
六
の
一
五
八
、
二
七
四
六
の
一
六
〇
、
二
七
四
六
の
一
六
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
上
矢
作
町
字
上
足
沢
八
二
九
の
一
六
、
八
二
九
の
一
七
、
字
下
足
沢
九
一
四
の
三
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
古
川
町
黒
内
字
稗
田
ヶ
洞
一
二
九
三
の
一
、
一
二
九
四
、
一
二
九
五
の
一
、
一
二
九
六
の

一
、
一
二
九
七
の
一
、
一
二
九
八
の
一
、
一
二
九
九
の
一
、
一
三
〇
〇
の
一
、
一
三
〇
七
の
二
、
一

三
〇
七
の
三
、
一
三
〇
七
の
六
、
一
三
〇
八
、
一
三
一
一
、
一
三
一
二
の
一
、
一
三
一
二
の
二
、
一

三
一
三
の
一
、
一
三
一
三
の
二
、
一
三
一
四
の
一
、
一
三
一
四
の
二
、
一
三
一
六
の
一
、
一
三
一
七

の
一
、
一
三
一
八
、
一
三
五
三
、
一
三
六
〇
、
一
三
六
三
、
一
三
七
三
、
一
三
七
四
の
一
、
一
三
八

〇
、
一
三
八
一
の
一
か
ら
一
三
八
一
の
六
ま
で
、
一
三
八
二
、
一
三
八
三
、
字
横
溝
野
一
三
八
四
、

一
三
八
九
、
一
三
九
〇
、
一
三
九
七
、
一
三
九
八
、
一
三
九
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
河
合
町
舟
原
字
が
ん
ど
畑
四
三
九
、
字
宮
ノ
向
ヒ
五
一
三
の
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
七
宗
町
川
並
字
東
ヶ
洞
二
一
六
四
の
二
、
字
平
小
鳥
屋
二
二
〇
七
、
二
二
〇
八
の
一
、
二

二
〇
八
の
五
、
二
二
〇
八
の
七
、
二
二
〇
八
の
八
、
二
二
〇
九
、
二
二
一
〇
、
字
平
上
中
畑
二
二
一

四
、
二
二
一
五
、
二
二
一
六
の
一
、
二
二
一
七
、
二
二
二
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
七
宗
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

本
巣
市

二

事
業
の
種
類

(

仮
称)

本
巣
市
南
部
ふ
れ
あ
い
会
館
整
備
事
業(

以
下｢
本
件
事
業｣

と
い
う
。)

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
本
巣
市
小
柿
字
清
須
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
二
十
二
号
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る

要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
本
巣
市
は
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
件
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を

充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
岐
阜
県
本
巣
市
真
正
南
東
部
地
域(

以
下｢

本
地
域｣

と
い
う
。)

内
に
公
民

館
を
新
設
し
、
本
地
域
内
に
お
け
る
社
会
福
祉
活
動
、
生
涯
学
習
活
動
及
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

醸
成
活
動
の
推
進
並
び
に
地
域
防
災
活
動
の
拠
点
施
設
と
し
て
の
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

本
巣
市
に
お
い
て
は
、
第
一
次
総
合
計
画
に
基
づ
き
、
市
民
の
生
涯
学
習
を
推
進
す
る
た
め
に

各
地
区
に
公
民
館
の
整
備
を
進
め
て
い
る
が
、
本
地
域
に
お
い
て
は
、
地
域
全
体
と
し
て
会
合
で

き
る
施
設
が
な
く
、
社
会
教
育
事
業
等
に
支
障
を
来
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
地

域
住
民
か
ら
公
民
館
の
整
備
に
つ
い
て
強
い
要
望
が
あ
り
、
社
会
福
祉
及
び
社
会
教
育
の
充
実
を

図
る
見
地
か
ら
、
新
た
に
公
民
館
を
整
備
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
地
震
等
の
大

規
模
災
害
に
備
え
、
地
域
防
災
体
制
の
充
実
を
図
る
見
地
か
ら
、
防
災
施
設
と
し
て
の
機
能
も
併

せ
持
つ
施
設
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
に
よ
っ
て
公
民
館
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
活
動
、

生
涯
学
習
活
動
及
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
醸
成
活
動
が
推
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
避
難
場
所
の
確

保
及
び
防
災
器
具
の
備
蓄
等
、
地
域
防
災
体
制
の
充
実
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の

計
画
の
妥
当
性
と
事
業
の
効
果
と
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の

利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
本
件
事
業
の
起
業
地(

以
下｢

本
件
起
業
地｣

と
い
う
。)

は
、
現
況
が
田
で
あ
る
が
、
そ
の
開
発
規
模
等
か
ら
本
件
事
業
に
よ
り
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
少

な
く
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
起
業
地
は
、
社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
及
び
経
済
的
条
件
を
も
と
に
し
て
選
定

し
た
三
案
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
事
業
は
施
設
整
備
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
の
本
館
施
設
、

駐
車
場
等
を
計
画
的
に
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
起
業
地
は
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
認
め

ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
よ
り
、
本
地
域
住
民
の
社
会
福
祉
活
動
、
生
涯
学
習
活
動
及
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

醸
成
活
動
の
場
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
規
模
災
害
に
備
え
た
地
域
防
災
体
制
の
充
実
が
図

ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
本
地
域
住
民
か
ら
は
施
設
整
備
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か

ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
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県
道

道
路
の
種
類

可

児

金

山
線

路
線
名

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
字
段
前

一
〇
四
八
三
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
諏
訪

前
一
〇
七
〇
六
番
一
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル)

備

考

県
道

道
路
の
種
類

美

濃

川

辺
線

路
線
名

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
字
大

谷
一
七
三
一
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
八

坂
一
七
二
八
番
三
三
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
充
足

す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

本
巣
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号)

に
基
づ
く
住
居
表
示
の
た
め
、
地

方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
の
別

図
一
に
示
す
区
域
の
町(

字)

の
名
称
及
び
区
域
を
別
図
二
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
岐
阜
市
長
か
ら
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

こ
の
町(

字)

の
名
称
及
び
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
施
行
地
区(

図
面
の
斜
線
部
分)

に
つ
い
て
は
、
住
居
を
表
示
す

る
場
合
を
除
き
、
岐
阜
市
鷺
山
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
効
力
が
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成19年11月27日 岐 阜 県 公 報 第１８９９号( 819 )



第１８９９号 岐 阜 県 公 報 平成19年11月27日 ( 820 )



平成19年11月27日 岐 阜 県 公 報 第１８９９号( 821 )



新
た
に
画
す
る
字

和
泉
字
泉
街
道

新
た
に
画
す
る
字

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字

和
泉
字
峠
の
一
部

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字

高
鷲
町
大
鷲
字
下

畑 高
鷲
町
大
鷲
字
川

原 新
た
に
画
す
る
字

高
鷲
町
大
鷲
字
岩

高 高
鷲
町
大
鷲
字
中

島 高
鷲
町
大
鷲
字
前

田

高
鷲
町
大
鷲
字
川
原
の
一
部

高
鷲
町
大
鷲
字
下
畑
の
一
部

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字

高
鷲
町
大
鷲
字
前
田
の
一
部

高
鷲
町
大
鷲
字
前
田
の
一
部
、
高
鷲
町
大
鷲
字
カ
イ
ツ
田
の
一
部

高
鷲
町
大
鷲
字
中
島
の
一
部

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
川

町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
白
川
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
県
営
中
山
間
地
域
農
村
活
性
化
総
合
整
備
事
業(

加
茂
北
部
地
区)

に
係
る
換
地
処

分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場

可
茂
総
合
庁
舎
及
び
白
川
町
役
場

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら

同

年
十
二
月
十
八
日
ま
で

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
上

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
郡
上
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
市
営
土
地
改
良
事
業
向
鷲
見
地
区
に
係
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場

中
濃
総
合
庁
舎
及
び
郡
上
市
役
所

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら

同

年
十
二
月
十
八
日
ま
で

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
上

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
郡
上
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。
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こ
の
処
分
は
、
共
同
施
行
土
地
改
良
事
業
正
ケ
洞
地
区
に
係
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場

中
濃
総
合
庁
舎
及
び
郡
上
市
役
所

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら

同

年
十
二
月
十
八
日
ま
で

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
二
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
手
を
つ
な
ぐ
女
た
ち
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

片
桐

妙
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
関
市
前
山
町
二
〇
番
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
Ｄ
Ｖ
当
事
者
女
性
に
対
し
て
、
支
援
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
女
性
や
子
ど
も
な
ど
弱
い
立
場
に
あ
る
者
へ
の
差

別
や
暴
力
の
な
い
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ー
シ
ス
ト

三

代

表

者

の

氏

名

廣
木

勝
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
安
八
郡
神
戸
町
川
西
九
五
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
社
会
的
弱
者
及
び
地
域
の
方
々
に
対
し
て
自
立

等
の
支
援
、
社
会
参
加
へ
の
推
進
を
す
る
と
共
に
、
住
民
、
行
政
、

弱
者
が
一
体
と
な
っ
て｢

ま
ち
づ
く
り｣

に
関
す
る
事
業
を
行
う

こ
と
で
、
地
域
の
活
性
化
及
び
社
会
平
和
の
発
展
に
寄
与
す
る
事

を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
可
児
市
国
際
交
流
協
会

三

代

表

者

の

氏

名

日
比
野

義
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
一
一
九
八
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
対
し
て
、
地
域
に
生
活
す
る
人
々

が
共
に
協
力
し
あ
い
、
共
に
交
流
し
、
学
び
あ
い
、
協
働
活
動
等
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関

市

施

行

者

名

高

見

・

阿

部

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
一
九
・
一
一
・
一
五

同

意

年

月

日

を
行
う
こ
と
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
国
籍
や
民
族
文
化
・
社
会

環
境
の
異
な
る
人
々
が
、
等
し
く
平
和
に
共
生
で
き
る
多
文
化
共

生
社
会
を
築
く
事
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
県
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

丹
羽

英
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
山
県
市
岩
佐
一
一
七
七
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
内
外
で
の
災
害
に
対
し
て
、
組
織
・
資
材
等

を
完
備
し
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
及
び
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
防
災
及
び
災
害
復
興

支
援
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い

三

代

表

者

の

氏

名

兒
玉

眞
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷
二
一
一
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
・
高
齢
者
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
介

護
及
び
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
増
進
と

社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
同
意

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
に
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
測
量
計
画
機
関
の
長
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類
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公
共
測
量(

岐
阜
県
共
有
空
間
デ
ー
タ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
十
二
日
か
ら

平
成
二
十
年
八
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、
美
濃
市
、
瑞
浪
市
、
羽
島
市
、

恵
那
市
、
美
濃
加
茂
市
、
土
岐
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、
山
県
市
、
瑞
穂
市
、
飛�
市
、
本
巣
市
、

郡
上
市
、
下
呂
市
、
海
津
市
、
羽
島
郡
笠
松
町
、
養
老
郡
養
老
町
、
不
破
郡
垂
井
町
及
び
関
ヶ
原
町
、

安
八
郡
神
戸
町
及
び
安
八
町
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
池
田
町
、
本
巣
郡
北
方
町
、
加
茂

郡
富
加
町
、
七
宗
町
、
八
百
津
町
及
び
白
川
町
、
可
児
郡
御
嵩
町
並
び
に
大
野
郡
白
川
村

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
北
方
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

北
方
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
基
本
図
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日
か
ら

同

年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

北
方
町
全
域

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岐
阜
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
岐
阜
市
岩
倉
町
、
学
園
町
、
島
栄
町
、
早
田
町
、
早
田
大
通
、
早
田
栄
町
、
早
田
本
町
、

津
島
町
、
日
光
町
、
光
町
、
美
島
町
、
山
吹
町
、
則
武
字
新
屋
敷
、
則
武
字
清
水
・
早
田
字
北
堤
外

の
一
部(

早
田
第
一
調
査
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
岐
阜
市(

岩
倉
町
、
学
園
町
、
島
栄
町
、
早
田
町
、
早
田
大
通
、
早
田
栄
町
、
早
田
本
町
、

津
島
町
、
日
光
町
、
光
町
、
美
島
町
、
山
吹
町
、
則
武
字
新
屋
敷
、
則
武
字
清
水
・
早
田
字
北
堤
外

の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
岐
阜
市(

岩
倉
町
、
学
園
町
、
島
栄
町
、
早
田
町
、
早
田
大
通
、
早
田
栄
町
、
早
田
本
町
、

津
島
町
、
日
光
町
、
光
町
、
美
島
町
、
山
吹
町
、
則
武
字
新
屋
敷
、
則
武
字
清
水
・
早
田
字
北
堤
外

の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市
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二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
清
見
町
三
日
町
の
一
部(

三
日
町
Ⅰ
、
三
日
町
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(
清
見
町
三
日
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(

清
見
町
三
日
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
の
一
部(

蔵
柱
上(

Ⅱ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

東
白
川
村

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
神
土
の
一
部(

神
土
①
区
域)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

不
破
郡
北

部
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

森

川

壽

視

不
破
郡
垂
井
町
平
尾

一
〇
五
番
地

同

市

川

正

孝

同

七
五
八
番
地
の
三

同

大

脇

輝

彦

同

七
〇
二
番
地
の
二
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同

石

井

弘

同

一
三
三
番
地

同

傍

嶋

勝

同

九
五
番
地

同

松

本

武

志

同

一
八
八
番
地

同

工

藤

和

之

大
垣
市
青
野
町

四
九
番
地

同�
田

光

利

同

一
七
九
番
地

同

山

口

旭

雄

同

二
二
三
番
地

同�
田

善

秋

同

一
一
四
番
地

同

藤

井

武

士

同

七
一
二
番
地
一

同

片

野

武

志

同

一
七
番
地

監
事

中

村

剛

不
破
郡
垂
井
町
平
尾

九
八
番
地

同

大

脇

房

一

同

一
四
八
番
地

同

安

田

美
喜
夫

大
垣
市
青
野
町

一
九
九
番
地

同

藤

井

正

之

同

九
二
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

不
破
郡
北

部
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

市

川

正

孝

不
破
郡
垂
井
町
平
尾

七
五
八
番
地
の
三

同

石

井

眞

弘

同

一
三
三
番
地

同

中

村

琴

治

同

二
七
番
地

同

大

脇

信

之

同

七
四
三
番
地
の
三

同

安

田

哲

二

同

七
二
番
地

同

森

川

祥

史

同

二
五
二
番
地
の
一

同

工

藤

和

之

大
垣
市
青
野
町

四
九
番
地

同�
田

安

夫

同

五
五
五
番
地

同

山

口

旭

雄

同

二
二
三
番
地

同

坂

本

昭

雄

同

三
〇
〇
番
地

同

竹

中

健

二

同

一
一
〇
四
番
地
の
一

同�
田

豊

志

同

七
〇
三
番
地
一

監
事

傍

嶋

勝

不
破
郡
垂
井
町
平
尾

九
五
番
地

同

松

本

武

志

同

一
八
八
番
地

同

竹

中

信

行

大
垣
市
青
野
町

一
七
〇
番
地

同

大

平

耕

治

同

一
六
三
番
地
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平
成
十
九
年
一
一
月
二
十
七
日
印
刷

平
成
十
九
年
一
一
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


